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（情報提供） 

 

標題の件について、日本薬剤師会から別添写（令和５年 11 月 17 日付け日薬業発第 281 号）

のとおり通知がありましたので、情報提供いたします。 

 つきましては、引き続き、ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

担当：静岡県薬剤師会事務局業務スタッフ；鈴木 

電話：054-203-2023／FAX：054-203-2028 
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日 薬 業 発 第 281 号 

令和５年 11 月 17 日 

 

都道府県薬剤師会 会長 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

 会  長  山本  信夫 

（ 会 長 印 省 略 ） 

 

 

令和６年度診療報酬改定に向けて 

（情報提供） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

現在、令和 6 年度診療報酬改定に係る必要な財源の確保のため、日本医師会、

日本歯科医師会および日本薬剤師会が連携し、関係各方面への陳情活動を行っ

ているところであり、岸田総理大臣ならびに武見厚生労働大臣へ三師会会長の

連名による要望書を提出いたしましたので、ご報告申し上げます（別添１、２）。 

三師会連名による要望書のとりまとめに関する公表にあたり、三師会合同で

実施した記者会見において、本会からは「政府を挙げて賃金のベースアップを

求められているが、医科・歯科と同様に公定価格で運用される薬局においては、

一般の小売業のように、急騰する物価や賃金上昇を販売価に転嫁することが出

来ないため、極めて厳しい経営状況に陥っている。加えて、６年連続の薬価引

き下げによる急激な資産の目減りに、昨今の医薬品供給不足が拍車をかけ、適

切な医薬品提供を維持・継続するための備蓄費用の増加が著しく薬局経営を圧

迫しており、薬局はベースアップどころか、必要な人材の確保にも窮している

状況。令和６年度診療報酬改定に関しては、国民が安心して生活できる医療提

供体制・地域医薬品提供体制確保のためにも、現在の状況を改善できる様に、

適切な財源の確保を強く求める」である旨説明しました。 

今後も引き続き、令和６年度診療報酬改定の改定率等に係る予算編成に向け

て鋭意対応していく予定ですので、貴会におかれましても、引き続きご協力の

ほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

別添１．「令和６年度診療報酬改定に向けて」内閣総理大臣 岸田 文雄 殿 

別添２．「令和６年度診療報酬改定に向けて」厚生労働大臣 武見 敬三 殿 

（令和５年 11 月 15 日付け、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会） 
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